
７.	コンプライアンス・リスク管理

（1）コンプライアンスの推進

　チーフコンプライアンスオフィサー兼内部統制担当執行役がコンプライアンス・リスク管理
推進部を指揮し、コンプライアンスとリスク管理を推進しています。

　コンプライアンスを「法令と倫理の遵守」と定義して経営の根幹に据え、トップマネジメン
トのメッセージ発信、コンプライアンス推進体制の整備、行動規範やルールの整備、啓発活
動、および相談・通報窓口の整備・運用等からなるコンプライアンス・プログラムを実践し
ています。
　コンプライアンス推進活動は、米国、欧州、日本、アジアでの豊富な経験を有する社外
弁護士4名で構成されたコンプライアンス委員会による客観的なレビューを定期的に受け、
グローバルな事業環境の変化や、発見された課題、リスクアセスメントに基づくアドバイスに
より、さらに効果的な取り組みに反映させています。

❶コンプライアンスを重視する企業風土の醸成のための啓発活動
　トップメッセージをはじめとした当社のコンプライアンスの考え方、ENW＊企業行動憲章、
行動指針、通報窓口の運用ルールなどをとりまとめた「コンプライアンス・ハンドブック」を
16ヵ国語で発行し、すべての役員および従業員の理解に向けた研修を実施するとともに、そ
れらを遵守する旨をすべての役員および従業員が毎年宣誓しています。
　また、国内ENWでは、コンプライアンス・カウンター（内部通報窓口）の連絡先等を記載し
た携帯用「コンプライアンス・カード」を作成し、すべての役員および従業員で共有しています。
　さらに、コンプライアンス役員研修会をはじめとする研修会の定期開催、e-ラーニング、
ケーススタディの配信、通報者保護を最優先にしたコンプライアンス・カウンター活用の促
進、コンプライアンス意識向上とコンプライア
ンス・カウンターの利用促進を目的としたオン
ラインによる情報発信などの啓発活動を実施
し、コンプライアンスを重視する企業風土の醸
成に取り組んでいます。
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❷	営業部門のコンプライアンス推進体制の強化
　当社の営業部門のコンプライアンス推進体制の強化のため、2021年10月に、チーフコン
プライアンスオフィサーの直下に、エリアコンプライアンス推進部を全国8ヵ所に配置しまし
た。エリアコンプライアンス推進部は営業第一線に寄り添い、社内ルールや講演会等におけ
るプロモーションコード遵守と徹底の推進や各種法令違反の未然防止等に取り組み、正しい
ビジネス活動を支援しています。

❸コンプライアンス・カウンターの運営と監査委員会への報告
　コンプライアンス・カウンターは、ENW＊における内部通報としての相談・通報窓口であり、
日本、米国、欧州、中国、アジア等の各地域をベースとした窓口に加えて、各国から現地語
で日本へ直接、相談・連絡ができるグローバル窓口が設置されています。また、独立した社
外弁護士による社外相談窓口や、職場や仕事の問題を中立的な立場で扱うオンブズパーソ
ンが運営する社外相談窓口（ガイディア）も設置し、通報しやすい環境を整備しています。

　コンプライアンス・カウンターやお取引先様通報窓口への相談・通報の受付件数の状況
は、毎月、監査委員会に報告しています。また、チーフコンプライアンスオフィサーやコンプ
ライアンス・カウンターが入手した情報のうち、重大なものについては、秘匿性を確保した
上で直ちに監査委員会に報告する体制も構築しています。
　なお、当社監査委員会は、当社の役員（取締役および執行役）を対象とした案件につい
ての通報窓口を設置しています。

❹コンプライアンス意識調査
　2021年度に全ENWでコンプライアンス意識調査を実施しました。この意識調査では、
ENWの役員・社員のコンプライアンスに関する意識や活動状況を分析・評価し、その結果
をコンプライアンス・プログラムのさらなる充実に活用しています。

❺関連当事者間の取引
　役員および従業員などの当社関係者がその立場を濫用して当社や株主共同の利益を害す
ることを防止するため、当社は利益相反取引、株主に対する利益供与および贈収賄の禁止
について、当社「ENW贈収賄・汚職の防止に関するポリシー」に定め、役員および従業員

お取引先様コンプライアンス通報窓口の設置
当社は、取引先の役員・従業員の方が安心して通報できる窓口を整備することで、いち早く
当社に影響を与え得るコンプライアンス違反や懸念を認知し、早期に解決、改善するため、
ENW関係者による不正行為や法令違反、取引先の当社事業に関わる不正行為や法
令違反等について通報を受ける「お取引先様コンプライアンス通報窓口」を2021年
12月に設置しました。
https://www.eisai.co.jp/sustainability/partner/suppliercompliance/index.html
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に周知徹底しています。
　当社と主要株主との取引の有無およびその内容については、当社取締役会によって適切
に監督するとともに、監査委員会は定期的な監査対象事項として監査しています。また、当
社取締役会は、当社や株主の利益に反する行為を行うことを防止するため、役員による自己
取引および利益相反取引については当社取締役会の承認を必要とすることを取締役会細則
に規定し、開示しています。なお、この取引については、重要な事実を適切に取締役会に報
告することとしています。

　リスクマネジメント委員会は、内部統制担当執行役を委員長として定期的に開催し、取締 
役会の助言を受け、COVID-19の影響やDX（デジタルトランスフォーメーション）に関連す
るリスクも含め、執行役や組織長が識別したすべてのリスクのうち特に重要なリスクを一元
管理し、リスクの把握と迅速かつ効率的なリスク対応を推進するとともに、社外の企業不祥
事等を参考に自社の潜在的なリスクを早期に感知し、リスクの顕在化防止に努めています。

エーザイのリスク管理体制

〈取締役会〉
● 執行役の職務の執行の適正を確保するために必要な体制の整備に関する規則の制定
● 執行役による内部統制の構築・整備、運用状況の監督

内部統制の構築・整備、
運用の支援（CSA推進）

（社内、社外リスク情報の提供）

（CSA：統制自己評価）

内部統制担当執行役

コンプライアンス・
リスク管理推進部

内部統制の構築・整備、運用の実行執行役

各部門、組織

リスクマネジメント担当部署
CSA推進責任者／担当者

報告助言

事務局

執行役執行役

● 重要リスク情報の一元管理
● 執行役への提案、支援

リスクマネジメント委員会
（委員長：内部統制担当執行役）

　当社では、会社法に基づき、取締役会が「執行役の職務の執行の適正を確保するために
必要な体制の整備に関する規則」を制定し、すべての執行役が担当職務のリスクを識別し、
内部統制を構築・整備、運用することを定めています。内部統制担当執行役はグローバル
共通の「ENW内部統制ポリシー」を定め、グループ全体で内部統制の構築・整備、運用を
推進し、リスクを許容範囲に管理すべく取り組んでいます。

（2）リスク管理の推進

当社ウェブサイト「コンプライアンス・リスク管理、内部監査」をご参照ください。
▶https://www.eisai.co.jp/sustainability/management/compliance/index.html
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＊ ENW（Eisai Network Companies）とは、エーザイ株式会社および子会社と関連会社で構成されている企業
グループのことです。

ENW＊企業行動憲章

私たちは、患者様とそのご家族の喜怒哀楽を考え、そのベネフィット向上を第一義と
し、世界のヘルスケアの多様なニーズを充足するために事業活動を行っています。私たち
は、いかなる医療システム下においてもヒューマン・ヘルスケア（hhc）企業として、患者様
と生活者の皆様に貢献できる製品とサービスを提供します。

私たちは、企業理念の実現のために、持続可能な経済成長と社会的課題の解決に資する
事業活動を展開するとともに、常にコンプライアンス（法令と倫理の遵守）の考えに基づ
いて適時・適切な判断と行動を行います。

私たちは、ここに、コンプライアンス実行のための企業行動憲章を定めます。コンプラ
イアンスは社のすべての活動の中で最優先されるものであり、企業存続の基盤です。
ENWのすべての役員は、本憲章の内容と精神を実現することが自らの役割であることを
認識するとともに、率先垂範の上、従業員がコンプライアンスを実践するよう導きます。
そして、ENWの従業員一人ひとりは、これを厳守し、最善の努力を払って日々行動します。

 1.  私たちは、患者様、生活者、株主、投資家、従業員、医療に携わるすべての人々、取引先、地
域社会などのステークホルダーズとの信頼関係を築きます。

 2.  私たちは、公明正大に競争し、贈収賄をはじめビジネス上のいかなる不当な利益のやり取
りをしません。

 3. 私たちは、会社が保有する情報を適正に管理し、正確・完全・公正に記録します。
 4.  私たちは、会社情報を適時・適切に開示するとともに、ステークホルダーズと透明性のあ

るコミュニケーションを図ります。
 5.  私たちは、職場において、多様性を尊重し、公平に、敬意を持って、差別をしないという原

則に従って行動します。
 6.  私たちは、健康と安全に配慮した職場環境を確保します。
 7. 私たちは、各国や地域の法規を遵守するとともに、高い倫理観を持って行動します。
 8.  私たちは、いかなる国や地域において事業を展開する場合にも、人権を尊重し、児童労働、強

制労働、人身取引等を許しません。
 9. 私たちは、良き企業市民として、社会的課題の解決、社会の発展に貢献します。
10. 私たちは、政治・行政とは、公正で透明な関係を維持します。
11. 私たちは、反社会的勢力との関係を排除し、関係遮断を徹底します。
12. 私たちは、地球環境の保護を重視した事業活動を行い、環境保全に努めます。

2000年 3月制定
2021年 3月改定
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８.	内部監査活動
　当社では、独立性強化を目的として、内部監査担当執行役のもとに当社全体の内部監査
を管理するエグゼクティブインターナルオーディターを設置し、当社の内部監査を担うコーポ
レートIA部をはじめ、日本、米国、欧州、中国、アジア等の各地域の内部監査部門と協力し
ながら、グローバルな内部監査を実施しています。この内部監査では、各執行役の指揮のも
とに行われる業務執行が適正かつ効率的に実施されていることを、独立した立場から客観的
に評価し、その結果を取締役会、監査委員会ならびに執行役会へ定期的に報告しています。
これらに加え、金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制の整備・運用を評価すると
ともに、労働安全衛生法等を含む多様な法規制遵守の観点から研究所や工場等に対する環
境安全監査を実施しています。2021年度もCOVID-19の影響を受けましたが、動画を活用
したリモート監査や海外現地の外部専門機関の活用により、計画どおりの内部監査活動を実
施しました。また、会計監査人と定期的に情報共有の場を設定し、的確かつ効率的な内部監
査のための連携に努めています。
　なお、内部監査部門は、社外有識者で構成された外部評価委員会により、IIA（The 
Institute of Internal Auditors：米国に本部を置く内部監査人協会）のグローバルスタン
ダードに適合した高品質な内部監査活動を実施している旨の評価をいただいています。

当社ウェブサイト「コンプライアンス・リスク管理、内部監査」をご参照ください。
▶https://www.eisai.co.jp/sustainability/management/compliance/index.html
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